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はじめに

 2020年10月、日本政府が「2050 年カーボンニュートラル達成」の目標を表明したことを
契機に、 カーボンニュートラル実現に向けて多くの取り組みが進んでいます。広島県でも
「ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、2050年までにカーボンニュートラルを実現するこ
とを目指しています。
 広島県の温室効果ガスの多くは製造業起因で排出されており、カーボンニュートラル実現
の主役は製造業であると言っても過言ではありません。 そして、カーボンニュートラルを
実現するためには、大企業だけの取り組みではなく、中小企業を含むサプライチェーン上の
企業が連携して、温室効果ガスの排出削減を進めていくことが重要となります。
 温室効果ガスの排出削減を確実に進めるために最初に取り組むべきことは、現状把握、す
なわちサプライチェーン全体の温室効果ガス排出量を算定することです。

本ガイドラインの位置づけ

 本ガイドラインは、広島県内ものづくり企業が、はじめてサプライチェーン全体の温室効
果ガス排出量を算定する際のガイドブックであり、具体的な算定方法を解説しています。

本ガイドラインの構成

 第 1 章では、サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量を算定するプロセスの全体像
や、算定に必要なドキュメント及びデータベースについて解説しています。
 第２章では、Scope1及びScope2排出量の算定方法を解説しています。
 第３章では、Scope3排出量の各カテゴリの算定方法を解説しています。
 第４章では、排出量をより詳細に算定する方法を解説しています。

はじめに

 本ガイドラインの作成者：広島県（作成の委託先：株式会社電通総研）
        作成年月：2024年7月
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1.1 サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量を算定する

  カーボンニュートラル実現に向けて目標を設定し、温室効果ガスを削減するために、ま
ずは現状の温室効果ガス排出量を把握します。温室効果ガス排出量算定の際は、事業者自ら
の排出だけでなく、原材料調達・製造・物流・販売・廃棄など、一連の流れ全体の排出量を
算定します。
 温室効果ガス排出量を算定・報告する際の国際的な基準である「GHGプロトコル」では、
温室効果ガス排出量の算定対象をScope１〜３の3 つに分類しています。
 Scope1とは、ガソリンなどの燃料の燃焼や、工業プロセスといった、事業者自らによる
温室効果ガスの直接排出を指します。
 Scope2とは、他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出で、電力会社か
ら購入した電気の使用などによる排出を指します。
 Scope3は、Scope1、Scope2 以外の間接排出で、サプライヤーからの排出、部品や製品
の輸送・配送に伴う排出、製品の使用・廃棄による排出など、自社のサプライチェーンに関
連する他社の排出を指します。

 

第1章 温室効果ガス排出量算定プロセス

図1-1 温室効果ガス排出量把握のフレーム

Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）
Scope2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3：Scope1、Scope2以外の間接排出（事業者の活動に関連する他社の排出）

上流 自社 下流

①原材料 ⑦通勤

④輸送・配送
＊その他：②資本財、③Scop1、2に
含まれない燃料及びエネルギー関連
活動、⑤廃棄物、⑥出張、⑧リース
資産

⑪製品の使用 ⑫製品の廃棄
燃料の燃焼 電気の使用

＊その他：⑨輸送・配送、⑩製品
の加工、⑬リース資産、⑭フラン
チャイズ、⑮投資

Scope1 Scope2Scope3 Scope3

出典：環境省「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」をもとに電通総研作成
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1、2で

 図1-2は、Scope1及びScope2と、Scope3の15のカテゴリを示しています。
 Scope3の15のカテゴリには、例えば、原材料や部品が製造されるまでの活動に伴い排出
されるカテゴリ1、部品や製品の輸配送で排出されるカテゴリ4や9、自社で発生した廃棄物
の輸送や処理で排出されるカテゴリ5、消費者が製品を使用することで排出されるカテゴリ
11、販売した製品が廃棄されることで排出されるカテゴリ12などが含まれています。
 Scope3を算定する際は、カテゴリごとに算定する必要があります。特に製造業において
は、Scope1、2及び、Scope3カテゴリ1「購入した製品・サービス」、カテゴリ11「販売し
た製品の使用」の排出量が比較的多い傾向にあります。

第1章 温室効果ガス排出量算定プロセス

出典：環境省「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」

製造業は、Scope1/ 2及び
Scope3カテゴリ1/11の
排出量が多い傾向あり

図1-2 3つのScopeと15のカテゴリ

※1 Scope3基準及び基本ガイドラインでは、廃棄物の輸送を任意算定対象としています
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1.2 温室効果ガス排出量算定の流れ

 温室効果ガス排出量は、図1-3に示す4つのSTEPで算定します。
 まず、STEP1では、排出量の算定目的を設定します。STEP2では、算定対象範囲として、
温室効果ガスの種類や、自社のみか、子会社、グループ会社も含めるかなど算定すべき組織
的範囲などを確認します。STEP3では、各Scope・カテゴリごとに、算定目的を考慮しなが
ら、算定方法を検討します。最後に、STEP4では、活動量データを収集し、算定方法に基
づき温室効果ガス排出量を算定します。

第1章 温室効果ガス排出量算定プロセス

図1-3 温室効果ガス排出量算定の流れ

サプライチェーン排出
量の全体像把握・削減
箇所の把握など、算定
目的を設定

温室効果ガスの種類や、
算定すべき組織的範囲、
活動の種類などを確認

各Scope・カテゴリ
ごとに、算定目的を
考慮しながら、算定
方法を検討

活動量データを収集し、
算定方法に基づき温室
効果ガス排出量を算定

STEP1
算定目的の設定

STEP2
算定対象範囲の設定

STEP3
算定方法の検討

STEP4
活動量データの

収集・算定
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STEP 1｜算定目的の設定

 まずは、温室効果ガス排出量を算定する目的を設定します。
 算定目的ごとに必要となる算定精度や算定範囲が異なります。算定精度や算定範囲は、で
きる限り高めることが望ましいとされますが、算定精度を高めると算定の労力・コストの増
大も懸念されることから、算定目的に応じた算定精度を意識することが重要とされています。
 そのため、
・自社のサプライチェーン排出量の全体像把握
・サプライチェーン排出量の削減箇所の把握
・SBT（※）の認定を取得
・取引先からの排出量開示要請に応える
など、目的を設定し、その目的に応じた算定範囲と精度の方針を決めます。

第1章 温室効果ガス排出量算定プロセス

算定目的の例 算定範囲と算定精度

自社のサプライチェーン排出量の全体
像把握

範囲 自社単体

精度 全カテゴリを算定するが、推計などを含め
た粗い算定

サプライチェーン排出量の削減箇所の
把握

範囲 国内グループ全体(自社＋連結対象)

精度
排出量の大きいカテゴリを把握
該当カテゴリにおいて削減取組を反映可能
な算定

SBT認定を取得
範囲 海外含むグループ全体(自社＋連結対象)
精度 削減取組の効果が反映可能な算定

取引先からの排出量開示要請に応える
範囲 自社単体（Scope1、2のみ）
精度 取引先が要求する精度

図1-4 算定目的の例

出典：環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」より電通総研作成

※ SBT（Science Based Targets）とは、パリ協定の目標に合わせて企業が温室効果ガスの排
出量を削減することを認証する制度のこと。科学的な根拠に基づいて目標を設定し、温室
効果ガスの排出量の削減を求めるもの。SBTには通常版と中小企業版がある。
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STEP 2｜算定対象範囲の設定

 次に、算定目的に応じて算定対象範囲を決めます。具体的には、温室効果ガスの種類や組
織的範囲、地理的範囲、活動の種類、時間的範囲を決める必要があります。
 温室効果ガスは二酸化炭素だけではありません。メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオ
ロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六フッ化硫⻩、三フッ化窒素も算定対象とするこ
とが望まれます。
 組織的範囲は、自社のみか、子会社・関連会社も含むか、サプライチェーン全体の企業を
含むか、などを決めます。
 地理的範囲は、国内拠点のみを対象にするか、海外拠点も対象とするかなどです。
 活動の種類は、サプライチェーンにおいて、温室効果ガスの排出に関する全ての活動が対
象となります。
 時間的範囲は、原則として1年間の事業活動に係るサプライチェーン排出が対象になりま
す。

第1章 温室効果ガス排出量算定プロセス

区分 算定範囲に含める範囲（原則）

温室効果ガス
エネルギー起源CO2、非エネルギー起源CO2、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、
ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六ふっ化硫
⻩(SF6)、三ふっ化窒素(NF3)
※温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガスの種類と同じ

組織的範囲
自社 自社及びグループ会社の全ての部門、全ての事業所(Scope1、2に含む

範囲)
上流 Scope3カテゴリ1~8に該当する事業
下流 Scope3カテゴリ9~15に該当する事業者

地理的範囲 国内及び海外
活動の種類 サプライチェーンにおいて、温室効果ガスの排出に関する全ての活動

時間的範囲

1年間の事業活動に係るサプライチェーン排出

※自社の活動からの排出量については、算定対象とした時期に実際に排出した排出量となるが、
サプライチェーンの上流や下流の排出量の排出時期は、自社の活動から温室効果ガスが排出さ
れる年度とは異なる場合がある

出典：環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」より電通総研作成

図1-5 算定対象範囲の設定
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一部のカテゴリを算定対象範囲から除外する際の基準

 算定範囲は、原則として、サプライチェーン全体の排出量を算定することが望まれます。
ただし、環境省及び経済産業省の「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関
する基本ガイドライン」では、「算定の目的や排出量全体に対する影響度、データ収集等の
算定の負荷等を踏まえて、算定するカテゴリを抽出して算定することも考えられる」と記載
されています。
 図1-6に、一部のカテゴリを算定対象範囲から除外する際の基準の例を示します。
 もし、算定対象を除外した場合には、どのような理由でどの範囲を算定対象外としたかを
明確にするため、算定した排出量と併せて算定範囲及びその理由を開示する必要があります。

第1章 温室効果ガス排出量算定プロセス

・排出量が小さくサプライチェーン排出量全体に与える影響が小さいもの

・事業者が排出や排出削減に影響力を及ぼすことが難しいもの

・排出量の算定に必要なデータの収集等が困難なもの

・自ら設定した排出量算定の目的から見て不要なもの

図1-6 一部のカテゴリを算定対象範囲から除外する際の基準の例

出典：環境省、経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス
排出量算定に関する基本ガイドライン」
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STEP 3｜算定方法の検討

 算定対象範囲を確認した後は、各活動を Scope1、Scope2、及びScope3 カテゴリ 1 〜 
15 に分類し、算定目的を考慮しながら、算定方法を検討します。
 温室効果ガス排出量は、基本的には「活動量×排出原単位」の式で算定します。
 活動量は、事業者の活動の規模を示すもので、電気の使用量や、ガソリンの使用量、重油
の使用量などが該当します。
 排出原単位は、活動量当たりの温室効果ガス排出量を示すもので、排出係数とも呼びます。
電気1 kWh時あたりのCO2排出量、ガソリン1 kLあたりのCO2排出量、重油1 kLあたりCO2

排出量、などが該当します。

第1章 温室効果ガス排出量算定プロセス

活動量 排出原単位

電気の使用量

ガソリンの使用量

重油の使用量

電気1 kWhあたりの
CO2排出量

ガソリン1 kLあたりの
CO2排出量

重油1 kLあたりの
CO2排出量

図1-7 温室効果ガス排出量の算定の基本式
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Scope1排出量の算定方法

 Scope1排出量は、地球温暖化対策推進法に基づく「温室効果ガス排出量 算定・報告・公
表制度」に従って算定します。
 環境省ホームページの温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度のサイトには、算定マ
ニュアルや排出係数が公表されています。例えば、A重油を使用する企業であれば、A重油
の年間使用量に、A重油の排出係数を乗じることで排出量を算定します。
 例えば、図1-8の例では、A重油の年間使用量100 kLに、排出係数2.75 t-CO2/kLを乗じる
ことで、温室効果ガス排出量は275 t-CO2と算定されます。

第1章 温室効果ガス排出量算定プロセス

A重油使用量
100 kL

A重油の排出係数
2.75 t-CO2/kL

活動量 排出原単位 排出量

275 t-CO2

図1-8 Scope1排出量の算定方法

× =

出典：環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
※令和6年1月10日更新 

（ガソリン）
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Scope2排出量の算定方法

  Scope2排出量は、Scope1と同様に温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度に従って
算定します。
 排出係数は、環境省が公表している「電気事業者別排出係数」を使用します。
 例えば、供給された電気の使用に伴う排出量を算定する場合、図1-9に示すように、電気
の年間使用量10,000 千kWhに、□□電力㈱の排出係数0.000552 t-CO2/kWhを乗じることで、
温室効果ガス排出量は5,520 t-CO2と算定されます。

第1章 温室効果ガス排出量算定プロセス

図1-9 Scope2排出量の算定方法

電気使用量
10,000 千kWh

電気の排出係数
0.000552 t-CO2/kWh

活動量 排出原単位 排出量

5,520 t-CO2

出典：環境省「電気事業者別排出係数（令和6年提出用）」をもとに電通総研作成

登録番号 電気事業者名 基礎排出係数 調整後排出係数 各事業者の把握
率(%)(t-CO2/kWh) (t-CO2/kWh)

A0272 〇〇電力(株) 0.000360 

メニューA 0.000000 

100.00 

メニューB 0.000000 

メニューC 0.000000 

メニューD 0.000000 

メニューE 0.000000 

メニューF 0.000000 

メニューG 0.000000 

メニューH 0.000000 

メニューI(残差) 0.000434 

(参考値)事業者全体 0.000309 

A0273 □□電力(株) 0.000537 

メニューA 0.000000 

99.89 

メニューB 0.000000 

メニューC 0.000000 

メニューD 0.000000 

メニューE 0.000000 

メニューF 0.000000 

メニューG(残差) 0.000552 

(参考値)事業者全体 0.000536 
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Scope3排出量の算定方法

 Scope3排出量は、環境省及び経済産業省が公表している「サプライチェーンを通じた温
室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」や、GHGプロトコルなどに従って算定
します。
 これらのガイドラインやプロトコルでは、複数の算定方法が認められています。算定方法
によって、算定難易度・精度が変わるため、算定目的に応じて、適切な算定方法・取得デー
タを検討します。
 例えば、Scope3カテゴリ1「購入した製品・サービス」では、以下の複数の方法が認めら
れています（図1-10） 。
 1番目の方法：購入した製品・サービスの金額データに、産業連関表ベースの排出原単位
を乗じて算定する方法です。算定難易度は低い一方、精度も低くなります。
 2番目の方法：購入した製品の物量データに、産業連関表ベースの排出原単位を乗じて算
定する方法です。
 3番目の方法：自社が購入・取得した製品又はサービスに係る資源採取段階から製造段階
までの排出量をサプライヤーごとに把握し、積み上げて算定する方法です。算定難易度は高
い一方、精度も高くなります。そのため、サプライヤーから購入した製品ごとに排出量削減
活動の実態に即した算定が行えます。さらには具体的な削減対策の検討に役立てたり、サプ
ライヤー間の比較検討が行えるようになります。

第1章 温室効果ガス排出量算定プロセス

No. 算定方法 算定
難易度

算定
精度

1 購入した製品・サービスの金額データに、
産業連関表ベースの排出原単位を乗じて算定 易 低

2 購入した製品の物量データに、
産業連関表ベースの排出原単位を乗じて算定

3
自社が購入・取得した製品又はサービスに係る
資源採取段階から製造段階までの排出量を
サプライヤーごとに把握し、積み上げて算定

難 高

図1-10 算定方法（取得データ）の選択肢
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 一般に 3番目の算定方法はデータの入手が困難なため、多くの日本企業で採用されている
算定方法は、1番目又は2番目の方法です。ただし、１番目と２番目の方法では算定精度が
低くなるため、特定した削減対象について、活動実態に即した精度の高い算定を行い、具体
的な削減対策の検討に役立てることが目的の場合、多少の労力をかけてでも、3番目の算定
方法を選択することが適切です。
 ここでは、2番目の算定方法を用いて、購入した鋼管の重量から排出量を算定した例を図
1-11に示します。 鋼管の年間購入重量10 tに、環境省の「サプライチェーンを通じた組織
の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」に記載された鋼管の物量
ベースの排出原単位2.40 t-CO2/ t-鋼管を乗じることで、温室効果ガス排出量は24.0 t-CO2

と算定されます。

第1章 温室効果ガス排出量算定プロセス

調達した鋼管重量
10 t

排出原単位
2.40 t-CO2/ t-鋼管 24.0 t-CO2× =

出典：環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の
   算定のための排出原単位データベース（Ver.3.4）」

活動量 排出原単位 排出量

図1-11 Scope3カテゴリ1の算定方法

No. 列コード 部門名

①物量ベースの
排出原単位

②金額ベースの排出原単位
生産者価格ベース 購入者価格ベース

      （内生部門計：輸送除く）

GHG排出原単位(I-A)-1 GHG排出原単位(I-A)-1 GHG排出原単位(I-A)-1

 t-CO2eq/○○  t-CO2eq/百万円  t-CO2eq/百万円
155 259903 炭素・⿊鉛製品                       -   8.45 7.21 
156 259904 研磨材 6.92  t 6.25 4.86 
157 259909 その他の窯業・土石製品                   0.112  t 7.15 5.99 
158 261101 銑鉄  1.88  t 72.59 67.06 
159 261102 フェロアロイ                        5.13  t 19.19 17.81 
160 261103 粗鋼（転炉）                        2.04  t 45.50 43.74 
161 261104 粗鋼（電気炉）                       0.711  t 14.33 13.78 
162 2612011 鉄屑  -   0.00 -
163 262101 熱間圧延鋼材                        1.90  t 26.80 23.18 
164 262201 鋼管  2.40  t 17.96 15.06 
165 262301 冷間仕上鋼材                        2.13  t 20.44 17.70 
166 262302 めっき鋼材 1.42  t 15.50 12.86 
167 263101 鋳鍛鋼 4.66  t 11.94 11.18 
168 263102 鋳鉄管 3.40  t 12.80 11.80 
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STEP 4｜活動量データの収集・算定

 算定方法が決まったら、各Scope・カテゴリごとに収集すべきデータを整理します。その
後、算定方法に基づいて、温室効果ガス排出量を算定します。図1-12に示すように、
Scope・カテゴリ、活動ごとに、算定方法や活動量、排出原単位を整理しておくことで、温
室効果ガス排出量を算定・管理しやすくなります。

第1章 温室効果ガス排出量算定プロセス

Scope
カテゴリ 活動 算定方法 活動量 排出原単位 温室効果ガス

排出量
Scope1
事業者による
直接排出

燃料の燃焼 燃料法を用いて
燃料使用量から
算定

ガソリン
50 kL

2.322
 t-CO2/kL

116.1 t-CO2

燃料法を用いて
燃料使用量から
算定

A重油
20 kL

2.710
 t-CO2/kL

54.2 t-CO2

Scope2
事業者による
間接排出

電気の使用 電気使用量を
もとに算定

電気
1,000 MWh

0.531
 t-CO2/MWh

531 t-CO2

Scope3 
カテゴリ1
購入した製品
・サービス

原材料の
調達

調達物ごとの
年間調達量から
算定

熱間圧延鋼材
200 t

1.90
 t-CO2/ t

380 t-CO2

プラスチック製品
40 t

1.95
 t-CO2/ t

78 t-CO2

塗料
20 t

2.30
 t-CO2/ t

46 t-CO2

Scope3 
カテゴリ2
資本財

生産設備の
増設

設備投資金額を
もとに算定

投資金額
300 百万円

3.44
 t-CO2/百万円

1,032 t-CO2

図1-12 温室効果ガス排出量の算定イメージ
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1.3  算定の際に準備するドキュメント及びデータベース

 サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量算定の際は、国際的な基準である「GHGプ
ロトコル」を活用できます。ただし、GHGプロトコルをそのまま適用するには日本企業に
とって使いづらい部分、解釈が難しい部分があります。そのため、環境省と経済産業省が策
定した「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」を
活用します。こちらのガイドラインでは、国内の実態も踏まえて、GHGプロトコルと整合
が図られています。
 また、環境省と経済産業省の「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」も活用できま
す。このマニュアルでは、自社における温室効果ガス排出量を算定・報告するために必要な
事項が解説されています。
 図1-13に、代表的な排出原単位が示されたデータベースを示しています。環境省が公表
している「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
は、主にScope1に係る排出係数が記載されています。「電気事業者別排出係数一覧」は、
主にScope2に係る電気事業者の排出係数が記載されています。「サプライチェーンを通じ
た組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」は、主にScope3の
サプライチェーン全体に係る排出係数が記載されています。
 また、一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）が提供している「LCI データ
ベースIDEA」など、環境省以外が公開している有料のデータベースも活用できます。
 これらの算定マニュアルや排出原単位データベースは、定期的に内容が更新されるため、
常に最新のマニュアル、データベースを入手し、それらを用いて算定する必要があります。

第1章 温室効果ガス排出量算定プロセス

排出原単位データベース 公表機関 特徴
算定・報告・公表制度における算定方法・排出
係数一覧 環境省 主にScope1に係る排

出係数

電気事業者別排出係数一覧 環境省 主にScope2に係る電
気事業者の排出係数

サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス
排出等の算定のための排出原単位データベース 環境省 主にScope3に係る排

出係数

LCI データベース「IDEA」 サステナブル
経営推進機構（SuMPO） 

Scope1、2、3の排出
係数

図1-13 算定の際に準備する排出原単位データベース
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2.1 Scope1及びScope2の算定

 第1章で説明したとおり、温室効果ガス排出量の算定を行う際には、事業者自らの排出だ
けでなく、原材料調達・製造・物流・販売・廃棄など、サプライチェーン全体の排出量算定
が求められています。
 本章では、Scope1「事業者自らによる温室効果ガスの直接排出」と、Scope2「他社から
供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出」の算定方法について説明します。

第2章 温室効果ガス排出量の算定（Scope1、2）

図2-1 温室効果ガス排出量把握のフレーム

Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）
Scope2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3：Scope1、Scope2以外の間接排出（事業者の活動に関連する他社の排出）

上流 自社 下流

①原材料 ⑦通勤

④輸送・配送
＊その他：②資本財、③Scop1、2に
含まれない燃料及びエネルギー関連
活動、⑤廃棄物、⑥出張、⑧リース
資産

⑪製品の使用 ⑫製品の廃棄
燃料の燃焼 電気の使用

＊その他：⑨輸送・配送、⑩製品
の加工、⑬リース資産、⑭フラン
チャイズ、⑮投資

Scope1 Scope2Scope3 Scope3

出典：環境省「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」をもとに電通総研 作成
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2.2 Scope1の算定

Scope1の算定対象となる燃料

 Scope1排出量は、自社工場やオフィスなどでの燃料使用による排出や、温室効果ガスが
排出される特定の工業プロセスによる排出などの直接排出が該当します。
 対象となる燃料は、図2-2 に示す35種です。

2. 温室効果ガス排出量の算定（Scope1、2）

出典：環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver5.0)」をもとに電通総研 作成

図2-2 Scope1の算定対象となる燃料

燃料の種類 燃料の種類
輸入原料炭 B・C重油
コークス用原料炭 潤滑油
吹込用原料炭 液化石油ガス(LPG)
輸入一般炭 石油系炭化水素ガス
国産一般炭 液化天然ガス(LNG)
輸入無煙炭 天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く)
石炭コークス コークス炉ガス
石油コークス、FCC コーク（流動
接触分解で使用された触媒に析出
する炭素）

高炉ガス

コールタール 発電用高炉ガス
石油アスファルト 転炉ガス
コンデンセート(NGL) RDF（ごみ固形燃料）
原油(コンデンセート(NGL)を除く) RPF（ごみ固形燃料）
揮発油 廃タイヤ
ナフサ 廃プラスチック類（一般廃棄物）
ジェット燃料油 廃プラスチック類（産業廃棄物）

灯油
廃油（植物性のもの及び動物性の
ものを除く。）、廃油（植物性のも
の及び動物性のものを除く。）か
ら製造された燃料炭化水素油

軽油 廃プラスチック類から製造された
燃料炭化水素油

A重油
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工業プロセスによる排出の算定対象

 工業プロセスによる排出の算定対象は、原油又は天然ガスの生産や、セメントの製造、工
業廃水の処理、家畜の排せつ物の管理、噴霧器の使用など多岐に渡ります。
 算定対象となる温室効果ガスは、二酸化炭素に限りません。メタンや、一酸化二窒素、ハ
イドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫⻩、三ふっ化窒素も算定
対象となります。一般的に、これらは算定した後に、図2-3に示す地球温暖化係数を用いて
二酸化炭素換算で示します。
 例えば、二酸化炭素の地球温暖化係数は1ですが、メタンでは25です。つまり、1tのメタ
ンを排出すると、25tの二酸化炭素の排出と同等の影響を及ぼすと言えます。
 なお、図2-3に記載のない、パーフルオロカーボン類等の地球温暖化係数は、環境省「温
室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」を参照ください。

2. 温室効果ガス排出量の算定（Scope1、2）

温室効果ガス 地球温暖化係数
二酸化炭素 CO2 1
メタン CH4 28
一酸化二窒素 N2O 265
ハイドロフルオロカーボン HFC -

 
 
 

トリフルオロメタン HFC-23 12,400
ジフルオロメタン HFC-32 677
フルオロメタン HFC-41 116

出典：環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver5.0)」をもとに電通総研 作成

図2-3 温室効果ガスの地球温暖化係数
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 算定の際は、まず、自社製品の製造などの工業プロセスが、どの算定対象活動に該当する
か確認します。図2-4は、非エネルギー起源CO2の排出量算定対象活動の一部です。環境省
と経済産業省が作成した「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」には、算定対象とな
る全ての温室効果ガスの算定対象活動がまとめられています。

2. 温室効果ガス排出量の算定（Scope1、2）

算定・報告・公表制度における算定対象活動（非エネルギー起源CO2）抜粋
石炭の生産
原油又は天然ガスの試掘
原油又は天然ガスの性状に関する試験
原油又は天然ガスの生産
原油の輸送
地熱発電施設における蒸気の生産
セメントクリンカーの製造
生石灰の製造
ソーダ石灰ガラスの製造
炭酸塩の使用
アンモニアの製造
炭化けい素の製造
炭化カルシウムの製造
二酸化チタンの製造
ソーダ灰の製造
エチレン等の製造 など

出典：環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver5.0)」をもとに電通総研 作成

図2-4 算定・報告・公表制度における算定対象活動（非エネルギー起源CO2）



- 21 -

Scope1排出量の算定方法

 Scope1排出量は、第1章で説明したとおり、原則として「活動量×排出原単位」の式で算
定します。活動量は、事業者の活動の規模を示すもので、Scope1では、ガソリンの使用量、
都市ガスの使用量などが該当します。
 排出原単位は、活動量当たりの温室効果ガス排出量を示すもので、排出係数とも呼ばれま
す。ガソリン1kLあたりのCO2排出量、都市ガス1000Nm3あたりのCO2排出量などが該当し
ます。

2. 温室効果ガス排出量の算定（Scope1、2）

活動量 排出原単位

ガソリンの使用量

都市ガスの使用量

ガソリン1kLあたりの
CO2排出量

都市ガス1000Nm3あたりの
CO2排出量

図2-5 Scope1排出量の算定式
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Scope1の排出原単位

 Scope1の排出原単位は、環境省がホームページで公表している「温室効果ガス排出量 算
定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を活用できます。例えば、ガソリン
を使用する企業であれば、ガソリンの年間使用量に、ガソリンの排出係数を乗じることで
CO2排出量を算定します（図2-6）。算定の際に活用できる排出量原単位データベースの詳
細は、第1章 1.3（P16 図1-13）を参照ください。

2. 温室効果ガス排出量の算定（Scope1、2）

ガソリン使用量
10 kL

ガソリンの排出係数
2.29 t-CO2/kL

活動量 排出原単位 排出量

22.9 t-CO2

出典：環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
※令和6年1月10日更新 

図2-6 Scope1排出量の算定例

（ガソリン）
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2.3 Scope2の算定

Scope2の算定対象

 Scope2排出量は、他社から提供される電気の使用による排出と、一般産業用蒸気、温水、
冷水など、熱の使用による排出が算定対象となります。

Scope2排出量の算定方法

 Scope2排出量は、 Scope1と同様に、 「活動量×排出原単位」の式で算定します。活動
量は、事業者の活動の規模を示すもので、Scope2における活動量としては、電気の使用量、
産業用蒸気の使用量などが該当します。
 排出原単位は、電気1kWhあたりのCO2排出量、産業用蒸気の熱使用量1GJあたりのCO2排
出量などが該当します。

 

2. 温室効果ガス排出量の算定（Scope1、2）

活動量 排出原単位

電気の使用量

産業用蒸気の
熱使用量

電気1kWhあたりの
CO2排出量

産業用蒸気の熱使用量1GJあたりの
CO2排出量

図2-7 Scope2排出量の算定式
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Scope2の排出原単位

 Scope2の排出原単位は、環境省がホームページで公表している「電気事業者別排出係
数」や一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）のLCAデータベース「IDEA」を
活用できます。
 例えば、電力会社から供給された電気の使用に伴うCO2排出量を算定する場合は、電気の
年間使用量10,000千 kWhに、電力会社の排出係数0.000552 t-CO2/kWhを乗じることで、温
室効果ガス排出量は5,520 t-CO2と算定されます（図2-8）。算定の際に活用できる排出量原
単位データベースの詳細は第1章1.3（P16 図1-13）を参照ください。

2. 温室効果ガス排出量の算定（Scope1、2）

図2-8 Scope2排出量の算定例

電気使用量
10,000 千kWh

電気の排出係数
0.000552 t-CO2/kWh

活動量 排出原単位 排出量

5,520 t-CO2

出典：環境省「電気事業者別排出係数（令和6年提出用）」をもとに電通総研作成

登録番号 電気事業者名 基礎排出係数 調整後排出係数 各事業者の把握
率(%)(t-CO2/kWh) (t-CO2/kWh)

A0272 〇〇電力(株) 0.000360 

メニューA 0.000000 

100.00 

メニューB 0.000000 

メニューC 0.000000 

メニューD 0.000000 

メニューE 0.000000 

メニューF 0.000000 

メニューG 0.000000 

メニューH 0.000000 

メニューI(残差) 0.000434 

(参考値)事業者全体 0.000309 

A0273 □□電力(株) 0.000537 

メニューA 0.000000 

99.89 

メニューB 0.000000 

メニューC 0.000000 

メニューD 0.000000 

メニューE 0.000000 

メニューF 0.000000 

メニューG(残差) 0.000552 

(参考値)事業者全体 0.000536 
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3.1 Scope3の算定

 本章では、Scope3の「Scope1、Scope2以外の間接排出、即ち事業者の活動に関連する
他社の排出」の算定方法について説明します（図3-1）。
 Scope3の算定対象は、15のカテゴリに分類されます。これらのカテゴリは、カテゴリ１
から８までの企業のサプライチェーンの上流側と、カテゴリ９から１５までの企業のサプラ
イチェーンの下流側で大別されます。
 算定においては、環境省が公表している「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量
算定に関する基本ガイドライン」や、GHGプロトコルなどに従います。
 なお、１５のカテゴリには、該当するものづくり企業が少ないカテゴリを含んでいますの
で、まずは、多くのものづくり企業が該当するカテゴリを先に説明します。その後に、該当
するものづくり企業が少ないカテゴリを説明します。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

図3-1 温室効果ガス排出量把握のフレーム

Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）
Scope2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3：Scope1、Scope2以外の間接排出（事業者の活動に関連する他社の排出）

上流 自社 下流

①原材料 ⑦通勤

④輸送・配送
＊その他：②資本財、③Scop1、2に
含まれない燃料及びエネルギー関連
活動、⑤廃棄物、⑥出張、⑧リース
資産

⑪製品の使用 ⑫製品の廃棄
燃料の燃焼 電気の使用

＊その他：⑨輸送・配送、⑩製品
の加工、⑬リース資産、⑭フラン
チャイズ、⑮投資

Scope1 Scope2Scope3 Scope3

出典：環境省「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」をもとに電通総研作成
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1、2で

3.2 多くのものづくり企業が該当するカテゴリ

 Scope3において多くのものづくり企業が該当するカテゴリは、以下のとおりです（図3-
2）。まずは、これらの概要と算定方法について説明します。
  カテゴリ１ 購入した製品・サービス
  カテゴリ２ 資本財
  カテゴリ３ Scope1、2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動
  カテゴリ４ 輸送、配送（上流）
  カテゴリ５ 事業から出る廃棄物
  カテゴリ６ 出張
  カテゴリ７ 雇用者の通勤
  カテゴリ９ 輸送、配送（下流）
  カテゴリ１０ 販売した製品の加工
  カテゴリ１１ 販売した製品の使用
  カテゴリ１２ 販売した製品の廃棄
 

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

図3-2  Scope3において、多くのものづくり企業が該当するカテゴリ

出典：環境省「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」

※1 Scope3基準及び基本ガイドラインでは、廃棄物の輸送を任意算定対象としています
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3.3 カテゴリ1 購入した製品・サービス

 Scope3カテゴリ1「購入した製品・サービス」では、複数の算定方法が認められています
（図3-3） 。算定方法によって、算定難易度・精度が変わるため、算定目的に応じて、適切
な算定方法・取得データを検討します。
 1番目の方法：購入した製品・サービスの金額データに、産業連関表ベースの排出原単位
を乗じて算定する方法です。算定難易度は低い一方、精度も低くなります。
 2番目の方法：購入した製品の物量データに、産業連関表ベースの排出原単位を乗じて算
定する方法です。
 3番目の方法：自社が購入・取得した製品又はサービスに係る資源採取段階から製造段階
までの排出量をサプライヤーごとに把握し、積み上げて算定する方法です。算定難易度は高
い一方、精度も高くなります。そのため、サプライヤーから購入した製品ごとに排出量削減
活動の実態に即した算定が行えます。さらには具体的な削減対策の検討に役立てたり、サプ
ライヤー間の比較検討が行えるようになります。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

図3-3 カテゴリ1の算定方法（取得データ）の選択肢

No. 算定方法 算定
難易度

算定
精度

1 購入した製品・サービスの金額データに、
産業連関表ベースの排出原単位を乗じて算定 易 低

2 購入した製品の物量データに、
産業連関表ベースの排出原単位を乗じて算定

3
自社が購入・取得した製品又はサービスに係る
資源採取段階から製造段階までの排出量を
サプライヤーごとに把握し、積み上げて算定

難 高
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 一般に 3番目の算定方法はデータの入手が困難なため、多くの日本企業で採用されている
算定方法は、1番目又は2番目の方法です。ただし、１番目と２番目の方法では算定精度が
低くなるため、特定した削減対象について、活動実態に即した精度の高い算定を行い、具体
的な削減対策の検討に役立てることが目的の場合、多少の労力をかけてでも、3番目の算定
方法を選択することが適切です。
 ここでは、2番目の算定方法を用いて、購入した鋼管の重量から排出量を算定した例を図
3-4に示します。 鋼管の年間購入重量10 tに、環境省の「サプライチェーンを通じた組織の
温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」に記載された鋼管の物量ベー
スの排出原単位2.40 t-CO2/ t-鋼管を乗じることで、温室効果ガス排出量は24 t-CO2と算定
されます。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

図3-4 カテゴリ1の算定方法

調達した鋼管重量
10 t

排出原単位
2.40 t-CO2/ t-鋼管 24 t-CO2× =

出典：環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の
   算定のための排出原単位データベース（Ver.3.4）」

活動量 排出原単位 排出量

No. 列コード 部門名

①物量ベースの
排出原単位

②金額ベースの排出原単位
生産者価格ベース 購入者価格ベース

      （内生部門計：輸送除く）

GHG排出原単位(I-A)-1 GHG排出原単位(I-A)-1 GHG排出原単位(I-A)-1

 t-CO2eq/○○  t-CO2eq/百万円  t-CO2eq/百万円
155 259903 炭素・⿊鉛製品                       -   8.45 7.21 
156 259904 研磨材 6.92  t 6.25 4.86 
157 259909 その他の窯業・土石製品                   0.112  t 7.15 5.99 
158 261101 銑鉄  1.88  t 72.59 67.06 
159 261102 フェロアロイ                        5.13  t 19.19 17.81 
160 261103 粗鋼（転炉）                        2.04  t 45.50 43.74 
161 261104 粗鋼（電気炉）                       0.711  t 14.33 13.78 
162 2612011 鉄屑  -   0.00 -
163 262101 熱間圧延鋼材                        1.90  t 26.80 23.18 
164 262201 鋼管  2.40  t 17.96 15.06 
165 262301 冷間仕上鋼材                        2.13  t 20.44 17.70 
166 262302 めっき鋼材 1.42  t 15.50 12.86 
167 263101 鋳鍛鋼 4.66  t 11.94 11.18 
168 263102 鋳鉄管 3.40  t 12.80 11.80 
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3.4 カテゴリ2 資本財

 Scope3カテゴリ2「資本財」は、財務会計上の固定資産として扱われるものを対象として
おり、設備、機器、建物、施設、車両などが挙げられます。それ以外の製品・サービスの調
達は、カテゴリ1「購入した製品・サービス」に分類します。
 Scope3カテゴリ2「資本財」の算定も、カテゴリ1同様、複数の算定方法が認められてい
ます（図3-5）。
 1番目の方法：購入した資本財の重量、販売単位、あるいは支出額を把握し、排出量を推
計する方法です。算定難易度は低い一方、精度も低くなります。
 2番目の方法：資本財のサプライヤーから資本財に関するScope1 及びScope2 の排出量、
原材料の重量、輸送距離、廃棄物の重量等を把握し、項目別に積み上げて算定する方法です。
 3番目の方法：自社が購入又は取得した資本財別に原材料調達から製造までの排出量を把
握し、積み上げて算定する方法です。2番目、3番目の算定方法は難しく、多くの日本の企
業は、1番目の方法で算定しています。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

No. 算定方法 算定
難易度

算定
精度

1 購入した資本財の重量、販売単位、あるいは支出額を把
握し、排出量を推計 易 低

2
資本財のサプライヤーから資本財に関するScope1 及び
Scope2 の排出量、原材料の重量、輸送距離、廃棄物の
重量等を把握し、項目別に積み上げて算定

3 自社が購入又は取得した資本財別に原材料調達から製造
までの排出量を把握し、積み上げて算定 難 高

図3-5 カテゴリ2の算定方法（取得データ）の選択肢
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14-0000 情報・通信機器 2.56
 14-0530 通信機械・同関連機器 2.72
 14-0540 電子計算機・同付属装置 2.27
15-0000 電子部品 2.72
 15-0550 半導体素子・集積回路 2.81
 15-0560 その他の電子部品 2.46
16-0000 輸送機械 3.43
 16-0570 乗用車 3.28
 16-0580 その他の自動車 3.67
 16-0590 自動車部品・同付属品 3.44
 16-0600 船舶・同修理 3.45
 16-0610 その他の輸送機械・同修理 3.49
 16-0611 うち鉄道車両・同修理 3.35
17-0000 精密機械 2.96
 17-0620 精密機械 2.96

資本形成部門
資本財価格当たり排出原単位

( tCO2eq/百万円)

 例えば、１番目の算定方法を用いて、自動車部品メーカーがその年に購入した、加工機械
の購入金額から排出量を算定する場合は、加工機械の購入金額1億円に、環境省の「サプラ
イチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」よ
り確認された自動車部品・同付属品部門の排出原単位3.44 t–CO2/百万円を乗じることで、
温室効果ガス排出量は344 t-CO2と算定されます（図3-6）。
 なお、この際、用いる排出原単位は、資本財の種類によらず、購入した資本形成部門の排
出原単位になります。例えば、自動車部品会社が精密機械を購入したとしても、あくまで資
本形成部門である「自動車部品・同付属品」の排出原単位を用います。

 ※ 資本形成部門とは、企業や政府がお金を使って新しいものを作ったり、設備を整えた
りする部門を指す。つまり、資本財を購入した部門（業種）が排出原単位を選択する基準に
なる。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

購入金額
100 百万円

排出原単位
3.44 t-CO2/百万円 344 t-CO2× =

出典：環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の
   算定のための排出原単位データベース（Ver.3.4）」

活動量 排出原単位 排出量

図3-6 カテゴリ2の算定方法
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エネルギー種 排出原単位

電力 0.0682 kgCO2e/kWh

蒸気 0.0328 kgCO2e/MJ

3.5 カテゴリ3 Scope1、2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動

 Scope3カテゴリ3「Scope1、2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動」は、自社が
購入した燃料の資源採取や、生産及び輸送などの上流側の排出と、自社が購入した電気、熱
の製造過程などの上流側の排出が算定対象となります（図3-7）。
 電気の調達に関わるカテゴリ3を算定する場合、Scope2算定時に収集した電気使用量
10,000 千kWhに、環境省の「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定
のための排出原単位データベース」より確認された電気の燃料調達時の排出原単位
0.0000682 t-CO2/kWhを乗じることで、温室効果ガス排出量は682 t-CO2と算定されます。
 この際、用いる排出原単位は、Scope2の電気事業者別排出係数とは異なるので、注意が
必要です。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

採掘・
選炭

採掘・
選炭

輸送

輸送 発電（燃焼）

使用（燃焼）

送電 使用

Scope3 カテゴリ3

Scope3 カテゴリ3

Scope1

Scope2

石炭の場合

電気の場合

電気使用量
10,000 千kWh

排出原単位
0.0000682 t-CO2/kWh 682 t-CO2× =

活動量 排出原単位 排出量

出典：環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の
   算定のための排出原単位データベース（Ver.3.4） 」

図3-7 カテゴリ3の算定対象

図3-8 カテゴリ3の算定方法
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3.6 カテゴリ4/9 輸送、配送（上流/下流）

 Scope3カテゴリ4「輸送、配送（上流）」、カテゴリ9「輸送、配送（下流） 」は、購入
した製品や販売した製品の輸送、配送に伴う排出です。
 カテゴリ4の算定対象は、購入した製品・サービスのサプライヤーから自社への物流に伴
う排出で、物流の上流側にあたります。一方、カテゴリ9の算定対象は、自社が販売した製
品の最終消費者までの物流に伴う排出で、物流の下流側にあたります。
 ただし、下流側だとしても、カテゴリ9に該当するのは、自社費用負担していないものに
限ります。自社で費用を負担している場合には、下流側でもカテゴリ4として算定します。
また、自社トラックなどの自社輸送については、Scope1として、ガソリンや軽油の使用量
を用いて算定します。
 これらをまとめると、図3-9のように整理できます。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

貨物の流れ 自社／他社輸送 料金の支払
有無 Scope/カテゴリ

調達側

自社 ー Scope1

他社
有 Scope3カテゴリ4

無 Scope3カテゴリ4

出荷側

自社 ー Scope1

他社
有 Scope3カテゴリ4

無 Scope3カテゴリ9

図3-9 カテゴリ4/9の算定対象
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 輸送、配送の算定も、カテゴリ1と同様に複数の算定方法が認められています（図3-10） 。
 1番目の方法：燃料法といい、燃料の使用量から排出量を算定する方法です。車両の燃料
使用量を把握できる場合に用います。最も精度が高い算定方法ですが、混載の荷主別按分が
必要となるため、詳細なデータ把握が必要になります。
 2番目の方法：燃費法といい、輸送距離と燃費から排出量を算定する方法です。車両の燃
費と輸送距離を把握できる場合に用います。実測で燃費が把握出来れば精度が高いのですが、
燃料法と同じく、混載の場合は荷主別按分が必要となります。
 3番目の方法：トンキロ法といい、輸送重量に輸送距離を乗じた輸送トンキロから排出量
を算定する方法です。例えば、トラック輸送の場合、輸送トンキロにトンキロ当たりの燃料
使用量と、燃料の排出原単位を掛け合わせて算定します。トンキロ当たりの燃料使用量は、
トラックの最大積載量、積載率から求められます。
 日本の多くの企業では、トンキロ法を用いて、輸送、配送による排出量を算定しています。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

算定方法 算定
難易度

算定
精度

燃料法 燃料使用量から算定
 CO2排出量＝燃料使用量×燃料の排出原単位 難 高

燃費法 輸送距離と燃費から算定
 CO2排出量＝輸送距離÷燃費×燃料の排出原単位

トンキロ法
（トラック）

輸送トンキロから算定
 CO2排出量＝輸送トンキロ×トンキロ当たりの
 燃料使用量×燃料の排出原単位 易 低

トンキロ法
（鉄道、船舶、

航空）

輸送トンキロから算定
 CO2排出量＝輸送トンキロ×輸送機関別の
 トンキロ当たりの排出原単位

図3-10 カテゴリ4/9の算定方法（取得データ）の選択肢
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トンキロ法を用いた算定方法

 トンキロ法を用いて排出量を算定する際には、輸送物の重量、輸送距離、トラックの車種、
積載率といった輸送条件が必要になります。もしも輸送条件が不明な場合には、輸送シナリ
オを設定して算定を行います。輸送シナリオを設定する際には、「CFP-PCR策定のための
分野別ガイド」のシナリオを活用することができます（図3-11）。
 例えば、3 tの鋼材輸送に伴う排出量を算定する際に、輸送条件が不明な場合を考えます。
CFP-PCR策定のための分野別ガイドより、県間輸送の可能性がある輸送で、原材料調達段
階の輸送シナリオを設定すると、輸送距離が500 km、軽油10 tトラックで積載率62%という
値が得られます。活動量であるトンキロは、鋼材3.0 tと、輸送距離500 kmの積になります。
 また、得られた輸送条件と、環境省の「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排
出等の算定のための排出原単位データベース」から排出原単位を導出すると、0.00014 t–
CO2/ t・kmとなります。これらを掛け合わせると、排出量は、0.210 t-CO2と算定されます
（図3-12） 。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）
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第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

出典：一般社団法人産業環境管理協会
「 CFP-PCR策定のための分野別ガイド“工業製品(食料品以外)”」

図3-11 カテゴリ4/9の算定における輸送シナリオ

附属書B：輸送シナリオ（規定）
 一次データが得られない場合の輸送シナリオを次に示す。
 
 B1. 輸送距離 
・ 市内又は近隣市間に閉じることが確実な輸送の場合：50 km 
・ 県内に閉じることが確実な輸送の場合：100 km 
・ 県間輸送の可能性がある輸送の場合：500 km 
・ 特定地域に限定されない場合（国内）：1,000 km 
・ 海外における陸送距離：500 km 
・ 港→港：港間の航行距離 

ライフサイクル段階 設定シナリオ
原材料調達段階、 輸送が陸運のみの場合 <輸送手段>10トントラック
 原材料調達輸送   <積載率> 62%
  輸送に海運が伴う場合 <輸送手段>10トントラック

  (輸入先国内輸送、生産サイト→
港) <積載率> 62%

  輸送に海運が伴う場合 <輸送手段>コンテナ船(<4,000 tEU)
  (国際間輸送、港→港)  
  輸送に海運が伴う場合 <輸送手段>10トントラック
  (国内輸送、港→納入先) <積載率> 62%

鋼材
3.0 t

排出原単位※
0.00014 t-CO2/ t・km 0.210 t-CO2× =

活動量（トンキロ） 排出原単位 排出量
輸送距離
500 km ×

図3-12 カテゴリ4/9の算定方法

※出典：環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の
算定のための排出原単位データベース（Ver.3.4）」
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3.7 カテゴリ5 自社の事業活動から出る廃棄物、
   カテゴリ12 販売した製品の廃棄

 Scope3カテゴリ5「事業から出る廃棄物」は、自社の事業活動から発生する廃棄物の、自
社以外での廃棄と処理に係る排出が対象です。事業から出る産業廃棄物や、バックオフィス
から出る一般廃棄物などが挙げられます。産業廃棄物の物量を確認するには、マニュフェス
トデータを利用することが有効です。
 Scope3カテゴリ12「販売した製品の廃棄」は、自社が製造又は販売している製品本体及
び容器包装の、廃棄と処理に係る排出が対象です。エンジン部品を作っている会社の場合、
エンジン全体ではなく、自社が製造したエンジン部品のみが対象となります。
 なお、有価物は算定対象外です。また、廃棄物輸送による排出の算定は任意となっていま
す。
 多くの企業では、これらの算定を行う際、廃棄物重量に廃棄物の種類から導き出される適
切な排出原単位を乗じることで、排出量を算定しています。
 例えば、10 tの汚泥を廃棄する場合、環境省の「サプライチェーンを通じた組織の温室効
果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」より確認された汚泥の排出原単位
0.2161 t-CO2/ tを乗じることで、温室効果ガス排出量は2.16 t-CO2と算定されます（図3-
13）。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

汚泥
10 t

排出原単位
0.2161 t-CO2/ t 2.16 t-CO2× =

活動量 排出原単位 排出量

出典：環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の
算定のための排出原単位データベース（Ver.3.4）」

図3-13 カテゴリ5の算定方法

廃棄物種類別の排出原単位 （ tCO2e/ t）
  廃棄物輸送段階 含む 廃棄物輸送段階 除く

燃えがら 0.0453 0.0122
汚泥 0.2161 0.1722
廃油 1.8153 1.7815
廃酸 0.0627 0.0254
廃アルカリ 0.0671 0.0273
廃プラスチック類 0.8214 0.7927
紙くず 0.1317 0.1082
木くず 0.1127 0.0972
繊維くず 0.3132 0.2870
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交通区分 排出原単位
(kgCO2/円)

旅客航空機
国内線 0.00525 
国際線 0.00710 

旅客鉄道 0.00185 
旅客船舶 0.05019 

自動車
バス(営業用乗合) 0.00471 
タクシー・ハイヤー 0.00331 

3.8 カテゴリ6/7 出張及び雇用者の通勤

 Scope3カテゴリ6「出張」は、自社の従業員の出張など、業務における従業員の移動の際
に使用する交通機関における燃料・電力消費からの排出が対象です。このカテゴリに出張者
の宿泊に伴う宿泊施設での排出を含むこともできます。
 Scope3カテゴリ7「雇用者の通勤」は、自社の従業員の工場・事業所への通勤時に使用す
る交通機関における燃料・電力消費からの排出が対象です。このカテゴリにテレワークによ
る排出を含めることもできます。例えば、テレワーク中に使用した電力消費量データを収集
することで排出量を算定できます。
 なお、これら2つのカテゴリには、自社保有の車両などによる出張や通勤は含まず、
Scope1として算定します。
 多くの日本企業は、移動手段別の交通費支給金額から、算定しています。
 例えば、従業員に通勤費用として、鉄道費を年間200 万円支給している場合、環境省の
「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データ
ベース」より確認された鉄道費の排出原単位1.85 t-CO2/百万円を乗じることで、温室効果
ガス排出量は、3.70 t-CO2となります（図3-14）。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

鉄道費
2 百万円

排出原単位
1.85 t-CO2/百万円 3.70 t-CO2× =

活動量 排出原単位 排出量

図3-14 カテゴリ6/7の算定方法

出典：環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の
   算定のための排出原単位データベース（Ver.3.4） 」



- 38 -

3.9 カテゴリ10 販売した製品の加工

 Scope3カテゴリ10「販売した製品の加工」は、自社で製造した中間製品が自社の下流側
の事業者において加工される際に発生する排出が対象です。つまり、下流側の事業者の
Scope1、2の排出量が、自社のScope3カテゴリ10として算定されます。
 例えば以下の場合、排出量は165.6 t-CO2となります（図3-15）。
  ・1000基のエンジンを製造、販売
  ・自動車会社が1基あたり300 kWhの電力を使用して加工
  ・電気を供給する電力会社の排出係数0.000552 t-CO2/kWh
 最終製品が、自社の中間製品を含めた複数の中間製品から加工されている場合には、重量
や体積などの物量データや、購入金額データより按分できます。
 ただし、販売した中間製品がどの最終製品に加工されているかについて、販売事業者が把
握できない場合には、十分な根拠を示した上で算定対象から除外することも認められます。
その際には、自社のScope3排出量全体に対する割合が大きいか、などを考慮の上、除外が
適切かどうかの判断が必要です。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

エンジン
1000 基

電気の排出係数
0.000552 t-CO2/kWh 165.6 t-CO2× =

活動量 排出原単位 排出量

加工電力
300 kWh/基 ×

図3-15 カテゴリ10の算定方法
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3.10 カテゴリ11 販売した製品の使用

 Scope3カテゴリ11「販売した製品の使用」では、算定対象とする年度に販売した製品の
使用に伴う排出が対象となります。製品が販売された年に、その製品が生涯排出することが
想定される排出量をまとめて算定します。
 算定を行う際には、使用シナリオを設定する必要があります。例えば、自動車を販売した
場合、年間の走行距離を1万キロ、燃費を15 km/L、耐用年数を15年と使用シナリオを設定
し、年間10万台の販売台数があったとき、それにガソリンの排出原単位2.290 t-CO2/kLを
乗じることで、その自動車の生涯排出量は2,290,000 t-CO2と算定されます（図3-16）。
 なお、ギアなどの中間製品や、素材の製造事業者の場合、最終製品の使用に伴う排出量の
うち、該当する中間製品が対応する部分のみを算定対象とすることが考えられます。ギアで
あれば、自動車に占めるギアの重量比や、製造にかかる金額比から按分して排出量を算定す
ることができます。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

年間走行距離
10,000 km

ガソリンの排出原単位※
2.290 t-CO2/kL 2,290,000 t-CO2

÷

=

活動量

排出原単位 排出量

燃費
15.0 km/L × 耐用年数

15 年

×

× 年間販売台数
100,000台

図3-16 カテゴリ11の算定方法

※出典：環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の
算定のための排出原単位データベース（Ver.3.4）」
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1、2で

3.11 ものづくり企業において該当する企業が少ないカテゴリ 

 該当するものづくり企業が少ないカテゴリは、以下のとおりです（図3-17）。
  カテゴリ８  リース資産（上流）
  カテゴリ１３ リース資産（下流）
  カテゴリ１４ フランチャイズ
  カテゴリ１５ 投資
 これらの概要と算定方法について説明します。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）

出典：環境省「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」

図3-17 Scope3において、該当するものづくり企業が少ないカテゴリ

※1 Scope3基準及び基本ガイドラインでは、廃棄物の輸送を任意算定対象としています
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3.12 カテゴリ8/13 リース資産（上流/下流）

 Scope3カテゴリ8「リース資産（上流）」では、自社が賃借しているリース資産の操業に
伴う排出が対象です。ただし、自社が利用するリース資産の操業に伴う電気代や燃料費を自
社で負担している場合、その排出はScope1、2の算定対象となるため、ここでの算定から除
外します。
 このカテゴリに該当する例としては、自社が倉庫を借りており、その電気代の支払は、賃
貸事業者が支払っている場合などが考えられます。
 Scope3カテゴリ13「リース資産（下流）」では、自社が賃貸事業として所有し、他者に
賃貸しているリース資産の運用に伴う排出を算定します。一部のケースでは、カテゴリ11
の顧客に販売した製品と、カテゴリ13のリースした製品で区別の意味が無い場合がありま
す。この場合には、顧客にリースした製品からの排出は、カテゴリ13ではなく、カテゴリ
11に計上し、ダブルカウントが生じないようにします。
 リース資産の排出量の算定方法は、リース資産の操業・運用に伴う電力消費量や燃料消費
量に、該当する排出原単位を乗じることで算定します。

3.13 カテゴリ14 フランチャイズ

 Scope3カテゴリ14「フランチャイズ」では、自社がフランチャイズの主催者の場合、フ
ランチャイズ契約を締結している事業者のScope1、2の排出が対象です。
 フランチャイズ加盟者の燃料や電気の使用量と、Scope1、2と同様に対応した排出原単位
を乗じることで算定します。ただし、フランチャイズ契約を締結している事業者のうち、
Scope1、2 に含めている範囲を除きます。
 自社がフランチャイズの主催者でない場合には、算定の必要はありません。

3.14 カテゴリ15 投資

 Scope3カテゴリ15「投資」では、算定対象期間における株式投資、債券投資、プロジェ
クトファイナンスなどの投資の運用に関連する排出が対象です。主に、投資事業者及び金融
サービスを提供する事業者に適用され、商業銀行などの⺠間金融機関向けのカテゴリですの
で、該当しない場合は、算定の必要はありません。

第3章 温室効果ガス排出量の算定（Scope3）
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4.1 排出量をより詳細に算定しボトルネックを特定する

 ここまでは、サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量の算定について、Scope、カテ
ゴリごとに解説してきましたが、排出量削減に向けた行動に移すには、より詳細に温室効果
ガス排出量を分析し、ボトルネックを特定する必要があります。
 例えば、Scope2「自社における電気の使用等による間接排出」の排出量が多ければ、工
程ごとの温室効果ガス排出量を分析し、より多く排出している工程を特定します。
 図4-1は、工程別に分析した例です。この例では、金属部品洗浄のための炭化水素洗浄機
で重油を使用しており、温室効果ガスが多く発生していました。
 このような分析を行うことで、「洗浄方式を超音波洗浄や温水洗浄などに替えて、重油を
使用しないようにする」、「高強度バイオプラスチック部品を使用するなど、金属洗浄が不
要な設計にする」といった対策方針を考えることができます。
 以上のように、温室効果ガス排出量が多いScope、カテゴリについて、詳細に分析してい
くことで、ボトルネックを特定し、有効な対策方針を検討できるようになります。

第4章 工程別排出量の算定

図4-1 工程別の温室効果ガス排出量の算定例
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出典：（株）電通総研 江口正芳『グリーンイノベーションコンパス』


